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◎開議の宣告

〇議長（村山義明君） 本日は休日休会の日ですが、住民に開かれた議会を実践するため、

特に会議を開きます。

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付した議事日程第２号のとおりです。

（午前１０時００分）

◎平成３１年度教育行政執行方針

〇議長（村山義明君） 日程第１、平成３１年度教育行政執行方針を行います。

教育長より発言の申し出がありますので、これを許します。

教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） それでは、平成３１年度教育行政執行方針について申し上げま

す。

この執行方針を作成してから幾分決まったこと、変更になったこと等ありますけれども、

その都度修正しながらこれから申し上げたいと思います。

平成３１年第１回中頓別町議会定例会の開会に当たり、中頓別町教育委員会の所管行政

にかかわる主要な方針について申し上げます。

子供は未来からの留学生であり宝です。この思いは変わりません。地域やふるさとを元

気にする源は、何をおいても教育の充実です。子供たちの躍動する姿や子供の成長は地域

の人々に元気と勇気を与えるものです。

ことし、中頓別町は開拓１１０年・町制施行７０周年に当たります。先人の築かれた歴

史を振り返り、この豊かな郷土と長年の努力の中でつくり上げられてきた価値ある取り組

みを未来へつなぐことも教育の役割と認識しています。

このことを念頭に置いて、平成３１年度の学校教育や社会教育を推進してまいります。

それでは、その主要な方針について申し上げます。

柱１は、「社会で活きる実践的な力の育成」についてです。

子供たちが、これからの時代を生き抜く力を身につけるためには、各学校が、よりよい

学校教育を通してよりよい社会をつくるという目標を社会と共有し、必要な資質や能力を

社会との連携・協働により育成する「社会に開かれた教育課程」の理念を踏まえ、「主体

的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業改善を進めるとともに、教育効果を高める

「カリュキュラム・マネジメント」を実践することが重要です。

小学校や中学校は、全国学力・学習状況調査やチャレンジテスト等を活用した学力や学

習状況の把握・分析、指導方法の改善を検証改善サイクルとして学校全体で取り組むとと

もに、各学校で作成する学力向上プランを確実に実施することが必要です。

そのためには、管理職の強いリーダーシップと児童生徒の指導に直接当たる教員一人一

人の授業力の向上は不可欠です。授業は、初めに授業の課題を提示する、児童生徒が自分
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で考える、ペアやグループ、学級全体で話し合う、終わりにまとめを板書し振り返るなど、

日々の授業を大切にし、当たり前のことを継続することが、児童生徒の学力向上につなが

ります。また、学力向上プランを意識した授業を実践することを指導助言してまいります。

子供たちには、「早寝・早起き・朝ご飯」等、望ましい生活習慣の確立、それぞれの学

年プラス１０分をめどとした学習時間の確保等、しっかりと家庭で学習する習慣が定着す

ることを啓発してまいります。

土曜日授業についてです。平成３１年度は小学校で５回、中学校で８回実施します。通

常の授業や補充的な学習、総合的な学習の時間、学校行事等を行います。特に小学校では、

外国語活動の時間が増加することに伴い、土曜日授業の有効活用を期待しています。

特別支援教育については、障がいのある児童生徒だけでなく、全ての児童生徒が互いに

尊重し合うことが大切です。小中学校では、特別支援コーディネーターや校内委員会にお

いて組織的に対応するとともに、特別な支援を必要とする子供一人一人の教育的ニーズに

応じた指導や支援の充実に努めてまいります。

小学校は、現在の人数では４年生と５年生で複式学級になります。平成３１年度も町費

負担の教員（時間講師）を配置して、単学年による授業の実施や学校運営の充実を図って

まいります。

外国語活動、ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置についてです。

ＡＬＴの２名体制は継続します。平成２９年９月から、小学校１・２年生の希望者を対

象に、毎月１回～４回の「放課後英語教室」を実施してきました。ＡＬＴ２名が指導に当

たりましたが、教員の直接的なかかわりが少なかったため、子供たちの指導に戸惑う場面

もありました。

平成３０年度は、小学校１・２年生は年間３時間の外国語活動の授業を実施しています。

平成３１年度からは、この３時間の授業に加え、「放課後英語教室」を小学校１・２年生

全員が学ぶ外国語活動の授業として、年間１５時間程度実施したいと考えています。

この授業は、３年生以上の外国語活動と同様に、ＡＬＴと教員がチームティーチングで

指導に当たる体制とします。ネーティブスピーカーとしてのＡＬＴの力量発揮はもちろん、

教員自身が英語に関心を持ち英語力の向上に努め、小学校３年生から本格的な外国語活動

にスムーズにつながることを期待しています。

平成３０年度は新学習指導要領の移行措置として、外国語活動は、小学校３・４年生で

１５時間、５・６年生で５０時間実施しました。平成３１年度は、それぞれの学年で１０

時間ふやし、小学校３・４年生は２５時間、５・６年生は６０時間実施します。

児童生徒の英語力の向上にＡＬＴが大きく貢献すること、教員がＡＬＴの授業をマネジ

メントする存在となり、英語を楽しむこと。その姿勢が子供たちに伝わり、子供たちの英

語力の向上につながることを強く期待しています。

また、放課後子どもプランの子供たちを対象にした隔週１回のＡＬＴの「英語教室」は、

継続してまいります。
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なお、認定こども園でもＡＬＴによる英語教育（英語であそぼう）を週２回実施してい

ます。先月の生活発表会で実施された「こすもす組」の英語劇「Ｔｈｅ ５ Ｂｅａｒｓ

―ごひきのくま」は、子供たちの英語の発音に、これまでのＡＬＴや保育士の指導の成果

が十分にあらわれていました。

子供たちが認定こども園で学んだ本物の英語は頭や耳に残ります。小学校は、認定こど

も園の取り組みを引き継ぐとともに、中学校につながる質の高い外国語活動の授業の実践

が求められます。小学校教員の努力を期待します。

中頓別町の子供たちは、英語を聞く力や発音がすばらしい、英語の基礎が身についてい

る、認定こども園や小学校で学んできた英語のコミュニケーションの楽しさが継続され、

中学校や高校でも英語が大好きな子供たちとなることを期待しています。

昨年８月に英語の学びの集大成となる取り組み、未来への挑戦「中学生ハワイ英語研

修」を実施しました。平成３１年度も、昨年希望しなかった新３年生４人、新２年生１２

人を対象に参加希望を募り、夏休み中に実施する予定です。中学生や引率者を含めて最大

で２０人程度となることを想定しています。

小中学生に漢字検定や英語検定の検定料を全額補助する取り組みも継続します。この取

り組みは、中頓別町の児童生徒一人一人の可能性を伸長させ、励みとなるものであり、基

礎学力の向上や自己肯定感の向上につながると認識しています。

認定こども園は、家庭との連携や連絡を密にとり合いながら、安全な環境づくりと、子

供一人一人を大切にする保育や幼児教育を進めています。平成３０年度は、「四季を通し

て中頓別町の自然に親しむなかで、豊かな感性と自ら考える力を育む」ことを年間目標に、

自然の中で子供を育てる（活動させる）「森のこども園」が２０回実施されました。

「森のこども園」は、園長や保育士が３歳児～５歳児を対象に、ピンネ、鍾乳洞、ふる

さとの森などで、そうや自然学校などの協力を得て、「五感をとぎすまし、自ら進んで考

え判断し、体力向上を図り、コミュニケーションを高める」多様な体験を実施しています。

この取り組みは、子供たちの心と体のバランスのとれた発達を促す、豊かな感性を育む、

自分で考え行動できる自主性を養うなど、「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の

姿」の実践そのものであると認識しています。平成３１年度も継続してまいります。

昨年７月に開始した「なかとん学習塾」についてです。小学校４年生以上を対象に週２

回、火曜日は算数、金曜日は隔週で国語と英語を町民センターで実施しています。参加人

数は数名ですが、平成３１年度も学力の向上を目指して塾長は認定こども園園長、スタッ

フは私とＡＬＴで地道な指導を継続してまいります。

小学校と中学校の校舎や学校のあり方についてです。現在、第１回目の「学校改修準備

委員会」が２月２２日に開催されました。この準備委員会は、アドバイザー２名（大学教

授、関係研究機構職員）、委員として町・教育委員会関係者から構成されています。

学校準備委員会では、学校改修・統合に係る考え方を整理する。本町の生涯学習に対応

した学校施設とする。通学に係る利便性、道路事情、交通安全対策、防犯・防災対策を考
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慮する。自然エネルギーの利活用や停電時の対策を考慮する。本町のシンボル的な施設と

する。等をたたき台として、意見の集約を行っています。

３月に２回目の学校改修準備委員会を開催し、会議内容をまとめ「学校施設改修計画推

進委員会」に諮ることとしています。この計画推進委員会は、学識経験者等３名、教育委

員、社会教育委員、自治会連合会、学校関係者、ＰＴＡ関係者、高齢者事業団体、老人ク

ラブ関係者合わせて９名、事務局５名から構成される予定です。

学校施設改修計画推進委員会は、学校のあり方について学校改修準備委員会の報告の検

証、アンケート調査、理事者との打ち合わせ、報告書の作成、議会、地域・学校関係者へ

の説明等を行うことを目的としており、本年７月末を目途に３回程度開催し、方向を示す

予定ですと、こういうふうに記載したのですけれども、１回目の準備委員会を開催して、

状況によってはこのとおりに進まない。スピード感よりは慎重な審議が必要であろうとい

うような感触を持ちました。準備委員会や推進委員会の回数がふえ、方向性を示す時期が

この７月末ではなくておくれる可能性があることを申し添えさせていただきます。

柱２は「豊かな心と健やかな体の育成」についてです。

子供たちの健やかな成長のためには、豊かな情操や道徳心、正義感、規範意識、他者へ

の思いやり、自己肯定感などを育むとともに、充実した人生を送るための基盤となる健康

の保持増進や体力の向上が重要です。

平成３０年度から小学校で「道徳」の授業が始まりました。平成３１年度から中学校で

も「道徳」の授業が開始されます。指導方法等に関する研修会が開催されていますが、教

員一人一人が、多様な道徳的価値について、子供たちが議論し、心を耕し合う授業を行う

ことを期待しています。

体力は、あらゆる活動の源として、健康の維持のほか、意欲や気力の充実にも大きくか

かわるものであり、生涯にわたって心身ともに健やかに生きていくための基盤となるもの

です。子供たちの体力の向上に向けて、体育の授業の工夫改善や日常的な運動プログラム

の取り組みを指導助言してまいります。

また、開拓１１０年・町制施行７０周年記念事業として、株式会社かんぽ生命による２

０１９年度巡回ラジオ体操（ＮＨＫラジオ体操会）が、本町でここでは実施される予定と

記載されていますけれども、７月２７日土曜日に実施されることが決定しております。体

力向上の一環として、町民の皆様の参加を期待しております。

いじめの防止については、平成３０年度に改定した「中頓別町いじめ防止基本方針」を

小中学校で再度、周知徹底するとともに、望ましい人間関係の醸成はもとより、いじめ等

の未然防止と適切な実態把握による早期発見を基本として、組織的かつ迅速な対応が図ら

れるよう指導助言してまいります。

また、子供たちがネットトラブルの被害者や加害者にならないよう、保護者や児童生徒

向けの各種啓発資料を通して、適切なインターネット利用やトラブル等に対応する相談窓

口を周知してまいります。



- 67 -

日常的な生活習慣や食の嗜好を見直す機会となる、小学校４年生と中学校１年生の生活

習慣病予防検診、血液検査でございます、虫歯ゼロを目指す、認定こども園・小学校・中

学校のフッ化物洗口は、継続してまいります。

学校給食についてです。各種食材の値上がりや消費税が１０％になることが気になりま

すが、町費による児童生徒の給食費補助を継続します。季節や旬の食材の利用拡大、新た

なメニューを加えるなど、児童生徒に栄養バランスのとれた安心・安全でおいしい給食の

提供に努めてまいります。

また、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着に向けて、栄養教諭による食育の

授業を継続してまいります。

柱３は、「信頼される学校づくりの推進」についてです。

学校が保護者や地域住民の期待に応え、子供たち一人一人の力を最大限に伸ばすために

は、認定こども園・小学校・中学校それぞれが円滑な連携や接続を図りながら、管理職が

リーダーシップを発揮して学校運営に当たるとともに、教職員が健康で、それぞれの力量

や持ち味を発揮できる職場環境をつくることが重要です。

このため、教職員が健康でやりがいを持って教育活動に臨めるよう、本町でも「学校に

おける働き方改革アクションプラン」を策定しました。業務改善の推進はもちろん、定時

退勤日・部活動休養日・学校閉庁日の設定、変形労働時間制の活用等、時間外勤務縮減に

向けた具体的な取り組みを指導助言してまいります。

教職員は思考する時間が必要です。働き方改革が勤務時間の縮小にとどまることなく、

教職員が視野を広げ、生活を豊かにする時間がふえることを期待しています。

教職員はそれぞれのキャリアステージに応じた体系的かつ効果的な道立教育研究所等が

実施する各種研修会に参加するなど、積極的にみずからの資質向上に取り組むことが求め

られます。

特に小学校の外国語活動の授業は、教員の研修が必要です。小学校教員による道外先進

校の視察研修を実施します。「百聞は一見に如かず」、インパクトの大きな授業から学ん

だ取り組みが教員一人一人に還元され、日々の授業モデルになることを強く期待していま

す。

昨年の９月に認定こども園の学校運営協議会（コミュニティ・スクール）がスタートし

ました。認定こども園・小学校・中学校と学校運営協議会を推進する体制が整いました。

学校と地域が情報を共有するようになり、相互の連携が深まりつつあると認識しています。

今後は、さらに内容を充実させること。課題の解決に向けて熟議と議論を重ねること。

「どのような子どもに育てたいのか」「学校・家庭・地域は何ができるのか」など、自由

に意見を出し合って対話を重ねる学校運営協議会として成長することを期待しています。

児童生徒の通学路につきましては、昨年の１２月に「中頓別町通学路交通安全プログラ

ム」が策定されました。このプログラムに基づき、関係機関と連携した点検、対策の検討

や実施、対策一覧表や対策箇所図を作成して公表しました。地域で子供を守る意識を高め
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てまいります。

また、昨年７月に警察協力功労者として道警本部長から表彰された「子ども安全パトロ

ール隊」に敬意を表するとともに、日々の取り組みに深く感謝申し上げます。下校時の子

供たちへの温かな声かけ等、高齢者から成る隊員の皆様に活動の継続をお願いします。

児童生徒の教育活動に直接携わる教職員には、高い倫理観が求められ、服務規律を徹底

する必要があります。教職員の不祥事の根絶に向けて、服務に関する通知や資料等を活用

しながら、管理職による職場研修や個人面談の充実を図るとともに、定例の校長会教頭会

で繰り返し、指導助言を行います。

柱４は、「生涯学習の振興」についてです。

中頓別町民が潤いのある生活と活力ある地域づくりを推進するためには、生涯を通じて

積極的に学び、その成果を生かせる環境をつくることが重要です。

そのためには、社会教育の充実が必要です。教育委員会は、各文化団体やスポーツ団体

を初め、自主的・自発的な文化やスポーツ活動への支援を行うとともに、子ども未来塾・

中頓別チャレンジ教室「夏・冬」や高齢者いきいき教室「リフレッシュ研修旅行」を継続

してまいります。

また、新しい事業として、町内外の有識者による講演会「仮称：中頓別文化塾（教養

塾）」を実施します。元日本人学校校長・落語家・大学教授・スポーツ関係指導者・自然

・産業・音楽・写真など多彩な専門家を講師として、６０分～９０分程度の講演を検討し

ています。

平成３１年度は、講師の確保によりますが、役場会議室や町民センターを会場に、平日

開催は１８時以降、休日開催は１３時以降から講演会を４回～５回開催したいと考えてい

ます。内容や日時を広報や旬報で周知する所存です。

なお、４月から社会教育主事が配置される予定です。社会教育に係る多様な企画や立案、

運営など、社会教育主事として、専門性が十分に発揮されることを期待しています。

読書は、生涯にわたる楽しみであるとともに、さまざまな学びにつながるものです。本

町では、絵本との出会いを通じて母子の触れ合いを深めるブックスタート、成人式で新成

人に本のプレゼント、小中学校で実施されている朝読書、認定こども園や小学校ではボラ

ンティアサークルの方々等による読み聞かせが行われています。

平成３１年度もこれらの取り組みを継続するとともに、本が大好きな子供たちの育成に

努めてまいります。知の拠点となる図書室の利用者や貸し出し数は伸び悩んでいます。広

報の図書室だよりで新着図書の紹介や、読み聞かせボランティアサークルの活動も紹介さ

れています。町民の皆様が気軽に図書室を利用していただくことを期待しています。

柱５は、「文化芸術・スポーツの振興」についてです。

町民が心身ともに豊かで、健やかに、潤いのある生活を営むためには、身近に文化芸術、

スポーツに親しむ機会を創出することが求められます。

町民文化祭は、各文化団体や個人で創作や練習に励んでいる文化的な取り組みの成果を
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発表する場であるとともに、訪れた皆さんの心に良質な栄養を与えるものです。継続され

ている小中学校等の作品展示、各種の体験や物づくり、バザーを初め、ピアノ教室のミニ

コンサート、詩吟やカラオケは絶好の発表の機会であり、来訪者の憩いのひとときとなっ

たと認識しています。

平成３１年度は、札幌国際情報高校吹奏楽部の演奏会を予定しています。この高校の吹

奏楽部員は１００名以上、ダンプレ（Ｄａｎｃｉｎｔ＆Ｐｌａｙｉｎｇ：演奏しながらダ

ンスするパフォーマンス）スタイルの演奏に特色があります。全道各地で公演を行ってお

り高い評価を得ています。

ダンプレは広い会場が必要となることから、小学校体育館で実施することを予定してい

ます。これまでの演奏会とは、ひと味異なる、圧巻のパフォーマンスを堪能するひととき

となると確信しております。この取り組みは地域づくり推進事業として「地域づくり総合

交付金」の対象となるもので、北海道宗谷総合振興局の支援を受けて開催することになり

ます。

また、開拓１１０年・町制施行７０周年記念事業として、６月１６日、日曜日午後、札

幌交響楽団による「ほくでんファミリーコンサート」を小学校体育館で実施することが決

定しています。札幌国際情報高校吹奏楽部のダンプレ、札幌交響楽団のコンサートは、本

物の文化芸術として十分に値するものです。多くの町民の皆様の入場を期待しております。

心身ともに健康で豊かな生活を送ることは、全ての町民の願いです。スポーツの振興は、

体力の維持向上や子供たちの健全育成など、明るく健康で活力のある地域社会づくりにつ

ながるものです。

平成３１年度も、教育委員会はスポーツ推進委員会と連携して、パークゴルフやミニバ

レーボール大会など、屋内外の町民大会を開催します。また、各スポーツ団体等が主催す

る大会へのサポートを実施してまいります。教育委員会として各大会への情報発信を行う

とともに、それぞれの大会に議員の皆様を初め多くの町民の皆さんの参加を期待しており

ます。

寿スキー場は、昨年１２月にペアリフトのスキー場としてリニューアルオープンしまし

た。ペアリフトは好評で、中頓別町内はもとより近隣市町村からの利用者も増加しており、

今シーズンの輸送人員（リフト利用延人数）の増加を期待しています。

また、「トイレがウオッシュレットになった。たいへん良かった」という声も聞いてお

ります。平成３１年度は残されたロッジの改修を実施します。

「夢と希望を！感動体験事業」は、子供たちに本物の感動を伝えるとともに、学習上の

動機づけにもつながるものです。ミュージカルやラフティング等を体験する取り組みを継

続してまいります。

なお、本町は北海道日本ハムファイターズによる北海道１７９市町村応援大使の抽せん

会で２０１９年中頓別町応援大使を決定しました。応援大使は、「白村明弘」投手となっ

ていますが、野手です。「黒羽根利規」捕手、「王柏融（ワンボーロン）」外野手の３選
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手です。

この応援大使にあやかり、子供たちにプロスポーツの感動を与える機会を創出したいと

考えています。北海道日本ハムファイターズ中頓別後援会と連携協力した札幌ドームで開

催される公式戦の日ハム応援ツアーを予定しています。

平成３１年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げました。

町民の皆さん並びに町議会議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げ、平成３１年度

の教育行政執行方針といたします。

〇議長（村山義明君） これにて平成３１年度教育行政執行方針は終了しました。

◎一般質問

〇議長（村山義明君） 日程第２、一般質問を行います。

今定例会では５名の議員から通告がありました。

順番に発言を許します。

受け付け番号１、議席番号５番、細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。受け付け番号１番、議席番号５番、

細谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、平成３１年第１回定

例会に当たり、さきに通告いたしました２点の項目についてご質問をさせていただきます。

それでは、１点目の質問のブロック塀などの安全対策についてお伺いをいたします。昨

年６月１８日に大阪府北部を震源として発生した大阪北部地震では多くの被害を出し、違

法建築のブロック塀が倒壊し、登校中の小学生が犠牲になるという痛ましい事故が発生し

ました。そこで、中頓別町でのブロック塀などの安全対策についてお伺いをいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 細谷議員の一般質問に答弁させていただきます。

答弁要旨でございますけれども、「ブッロク」となっておりまして、「ブロック」でご

ざいますので、訂正をお願いいたします。申しわけございません。

このことに係り北海道教育庁総務課政策局施設課長、北海道教育庁学校教育局参事（生

徒指導・学校安全）連名で、学校におけるブロック塀等の安全点検等について平成３０年

６月２０日付の通知がありました。本町の小中学校は、ブロック塀等がないので、安全性

に問題があるブロック塀等を有していない学校になります。児童生徒の通学路につきまし

ては、昨年の１２月１８日に通学路安全推進会議を開催し、中頓別町通学路交通安全プロ

グラム、通学路の安全確保に関する取り組みの方針を策定しました。また、中頓別町内通

学路の対策箇所一覧表を提示して、その箇所の点検を行っています。本町の通学路歩道に

は、コンクリート製の風除やブロック塀がある箇所があります。現在安全性に問題はあり

ませんが、定期的な状況確認を行っています。また、児童生徒に対策箇所を周知し、通学

指導の徹底を図っております。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。
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〇５番（細谷久雄君） それでは、何点か再質問させていただきます。

まず、１点目として、ご答弁の中で昨年１２月１８日に通学路安全推進会議が開催され

ているようですが、どのような方々が会議に参加しておられるのか、まず最初にお伺いを

いたします。

２点目として、中頓別町内通学路の対策箇所一覧表を提示して、その箇所の点検を行っ

ているようですが、小中学校においては生徒の通学路というのは決められているのかどう

か。また、対策箇所一覧表というのはどういうものなのか。さらに、通学路等は民有地の

ブロック塀ということになると思うが、学校としてどのような安全点検を実施し、その結

果を受けてどのように安全で問題がないと判断したのか伺う。

３番として、私は子供たちの通学路のブロック塀に限らず、広く中頓別町内一円を対象

に建築物の既設のブロック塀の安全点検を行うべきと考えるが、行政として町内ブロック

塀の実態調査を行い、倒壊箇所を把握しておられるのか伺います。

４番目、点検の結果、安全性に問題があると判断されたブロック塀等については、撤去、

改修等の検討を行い、速やかに改善することが一番だと思うが、民有地のブロック塀等の

改修費用はどのように考えておられるのか。ある自治体では、改修工事の補助金制度など

を設けているところがあるが、町の考え方をお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） １番目、２番目までは教育委員会の所管かと思いますけれども、

３番目、４番目については建築関係ではないかということで、１番目、２番目だけ答弁さ

せていただきます。

まず、１番目、中頓別町通学路安全推進会議の構成員でございますけれども、初めに中

頓別町教育委員会、私でございます。それから、中頓別町の総務課、建設課、町の校長会

の代表、ＰＴＡ連合会の代表、地域生活安全協会の代表、こども安全パトロール隊の代表、

開発局稚内開発建設部浜頓別道路事務所、北海道稚内建設管理部、旭川方面枝幸警察署等

１０名の方々から構成されております。

それから、２点目でございますけれども、通学路は決められているのかということです

けれども、決められています。その通学路については、子供たちに周知しております。特

に小学生は決められた道路を通っています。中学生についても決められた道路を通ってい

ると私は認識しているのですけれども、その限りではないかもしれません。

それから、安全点検については、特にブロック塀があるところ、それからどういうよう

なものがあるのかということでございますけれども、ペーパーとしては一部一覧表という

のができております。ちょっと小さくて見えないのですけれども、これは後でお渡ししま

すけれども、こういうのがつくられていまして、ここのブロックはこうだよということに

なっています。ここの風除はこうですよというふうになっていまして、子供たちにはなる

べくそこを通るときは云々というわけではないのですけれども、注意を図るようにという

ふうになっております。
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安全点検ですけれども、ブロック塀については５カ所通学路にはあります。全て点検し

ていまして、高さは１．２メートル、ブロックの厚さは１５センチ、鉄筋が入っています。

この間隔は、法律に基づいて８０センチというふうになっています。この金属については、

金属探知器で確認しております。全てのところで、たまたまかもしれませんけれども、通

学路にあるブロック塀は全て１．２メートルで、厚さ１５センチで、間隔は８０センチの

鉄筋が入っていました。目視ですけれども、基礎部分があります。１．２メートル以下な

ので、控え壁というものも必要ありません。それから、塀は傾き、ひび割れはないか。傾

いている塀はありません。ただ、ひび割れについては、多少は入っているところがありま

す。ということで、ブロック塀については安全であるということで今は認識しています。

以上でございます。

〇議長（村山義明君） 小林総務課長。

〇総務課長（小林嘉仁君） 私のほうから町内のブロック塀の安全性ということで、安全

かどうかの調査ということ、それについてご答弁申し上げたいと思います。

６月１８日にニュース報道がございまして、その翌日、６月１９日に町の防災担当及び

消防職員で町内のブロック塀の調査を行っております。教育委員会にもその結果を報告を

行っているということでございます。

調査報告書では、歩道に面していないものを含め、全部含めますと１４カ所ということ

で報告をしているところです。現時点では、先ほども報告がありましたが、教育委員会の

部分につきましては４カ所と。その４カ所の内訳は、先ほど教育長のほうから説明があっ

たとおり、１．２メートル以内のブロック塀と。それから、１カ所がコンクリート製風除

ということでございまして、今のところ建設物に関して違法性があるというふうには考え

ておりませんが、そのほかのもの、市街地のものについては、ちょっと危険性があるもの

もあるというふうに判断しております。これらにつきましては、今後確認をしながら整理

をしていきたいというふうに思っていますが、これに関しては専門性の必要性もあるとい

うことで、建設課のほうとも協力しながら、今後対策を練っていきたいというふうに考え

ております。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（村山義明君） 工藤教育次長。

〇教育次長（工藤正勝君） 今回の交通安全プログラムに関して、ブロック塀の所有者に

対する対応をどうしようかというところでまず先にご説明をさせていただければと思いま

す。

名称は交通安全プログラムにはなっているのですけれども、防犯、防災も含めたプログ

ラムということで、まずご理解をいただければなというふうに思います。それから、この

点検の中で問題がある箇所、危険性が確認された場所等につきましては、教育委員会とい

たしましては所有者みずからが点検を実施するようにお願いをまずさせていただこうかな

と。それから、付近の通行者への速やかな注意表示であったりとか、あわせて補修、撤去
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等が必要である旨の説明をこちらのほうからさせていただきまして、ご協力いただけるよ

うにまずお願いしていきたいというふうに考えてございます。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） 私も中頓別町のブロック塀を見せてもらいました。教育長にちょ

っとお伺いします。北村商会から小林町長のほうに向かっての通りがあります。あれは通

学路になっているのですか、小学校の。北村モータースからそこの東海林議員の通りの一

定の通学路、あれは子供たちの通学路になっているのですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇５番（細谷久雄君） なっています。私が見た限りでは、ある家のブロック塀は天端の

ブロックが、ブロックでない、コンクリートは打っていないです。ブロックがもう剥がれ

ています。私は確認しました。こっちから行って左側が歩道です。こっちはお寺さんです。

歩道を子供たちが通るのです。あれはチェックしましたか。天端のブロックが地震が来た

らぱらぱらと落ちてきます。現況からいくと、これは国土交通省のやつなのですけれども、

天端には鉄筋は入っていません、あれ見ると、間違いなく。それで、ひび割れも起きてい

ます。私は写真を撮ってきました。天端のブロック、ひび割れが全て起きています。

それと、ブロックの傾きが起きているのは、宮下地区の一番端っこの安井さんのところ

のブロック塀が傾きが起きています。あれは老人お二人です。何かあったときどうする。

こういうブロック誰が見たってわかるのだ、これは。どうしてこれが地震が起きたときに

大丈夫なのだと。私はそういうのがわからない。こういうのは早急に改善するべきだと思

います。だから、私が聞くのは、民有地のブロック塀を改修するときどうするのだと。こ

れはちょっとご答弁をいただきたい。安全性があると、誰が見たってこんなの地震が来た

らブロックの天端は落ちてくるではないですか。私はそこを聞きたい。

中頓別町の子供たちは、これから中頓別町をしょって立つ子供たちです。その子供たち

に地震が起きて何かあったらどうするのか。教育長の言う安全性があります、この答弁の

中にありますけれども、私はちょっと考えられない。

それと、探知器でどういうところを探知できるのですか。私は詳しくやったことがない

もので、探知器で鉄筋が入っているのか、基礎が入っているのかまでわかるのかどうか、

その辺お伺いします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 詳細に今議員のほうから指摘がありましたところまでは、私は

目視しておりません。ただ、そこのところにブロック塀の民家があるということは熟知し

ています。私もそこは通ります。ただ、そのときにここはぱらぱらきそうだなとか、ちょ

っとこれはなっているなというところまでは見ておりません。そこは反省しなければなら

ないと思います。

ただ、現状で２回の大きな地震が、３回かな、ありましたけれども、中頓別町はそんな

に地震の多いところではないというふうに認識しております。今すぐにそのブロック塀が
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云々ということはほぼ余り考えられないというところまで言っていいかどうかわかりませ

んけれども、ただ、今の段階では大きな危険性は伴っていないというふうに私は判断して

います。ただ、余りにもそれが状況としてぱらぱら落ちてくるとか云々というのであれば、

そこはその所有者に対して危険性がありますので、改善をお願いしますということは、教

育委員会としても申し入れをする必要があるだろうと思います。そのときには付近の通行

者に対する注意看板の設置をしなければならないと思います。状況によっては、そこのブ

ロック塀のところの通学路を変える、そういうことも検討していかなければならないと思

います。ただ、ここからは私の範疇を超えますけれども、そのブロック塀の改修の費用に

ついて云々ということについては、今私の立場では申し上げることはできません。

それから、金属探知器を使って金属が入っているか確認ができるかというのは、これは

建築のほうのものを使ってやってもらいました。全てにおいて鉄筋が入っているというこ

とは確認されています。高さが１．２メートル以下の場合のものと２．２メートルのもの

では鉄筋の入り方が基準の度合いが違うのではないかと私は思うのですけれども、１．２

メートルですから、町内で見たのが全部同じ規格でつくられているわけですから、その当

時としては安全基準の中でつくられていたのだろうと私は解釈しました。

議員の厳しい目のような目が私は持っていないのかもしれませんけれども、今すぐに云

々ということまではちょっとわからないのですけれども、その部分については再度点検し

て、改善が必要であれば申し入れをさせていただきたいというふうに考えています。

〇議長（村山義明君） 小林総務課長。

〇総務課長（小林嘉仁君） 今のところ民有地に関しましては、所有者のほうに危険性が

ある場合についてはお話をして、もしかしたら直す、あるいは取り壊すというふうなお話

をさせてもらうような感じ、ご相談をかけるというふうな今段階かなというふうに思って

います。それ以降について本当に危険性が生じてきたという部分については、何らかの費

用の部分をどうするかというところはちょっと今私の段階ではお話しできませんけれども、

そういったことも今後検討していく必要性があるかもしれないということでご報告させて

いただきます。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは最後に、教育長、でも地震はいつ起きるかわからないの

です。それを考えていただきたい。取り返しのつかない事態を未然に防ぐためにも町内一

円のブロック塀の早急な点検をお願いいたします。

以上で１点目の質問を終わらせていただきます。

それでは、２点目の質問に移りたいと思います。２点目の質問は、小中学校の問題行動

調査の結果についてお伺いをいたします。北海道教育委員会が発表した平成２９年度児童

生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によると、道内では暴力

行為は減少しているが、いじめの認知件数は増加しており、特に不登校は過去最高の５，

５６６人となっています。そこで、本町における小中学校の問題行動調査の結果を教育長
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に伺います。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） ただいまの質問に答弁させていただきます。

本町でもこの調査を実施しています。平成２９年度の調査では、問題行動として暴力行

為や長期欠席の状況等で不登校が発生しております。平成３０年度は、これらの生徒指導

上の諸問題は発生しておりませんが、いじめが認知されています。なお、このいじめは解

消されています。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） 教育長には、そしたら２点ほど再質問させていただきます。

１点目として、平成２９年度の調査で、問題行動として暴力行為や長期欠席の状況等で

不登校が発生しているようだが、具体的な中身をお聞きしたい。また、平成３０年度は、

いじめが認識されているが、いじめはどの学校にも起こり得るものであることを十分認識

し、これが生じた際にはいかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつける

ことができることが重要であると思うが、そこでいじめについても具体的な中身と早期解

決ができたのかどうか伺います。

２つ目として、ことしは小学校で４年生と５年生が複式学級になるようだが、複式学級

になることによるいじめの発生は考えられないのか、その点も伺います。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 質問は３点あろうかと思いますけれども、まず暴力行為につい

てなのですけれども、これはマル秘の事項もありますので、マイクを通さないでお話しさ

せていただいてもよろしいでございましょうか。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時４７分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） ただいま個人情報ということで、別な観点で説明させていただ

きましたことをご容赦願いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは最後に、再々質問で１つだけ教育長にお伺いいたします。

小中学校の問題行動調査のいじめの認知件数の増加の結果を踏まえて、携帯電話やスマー

トフォンについての小中学校への持ち込みについてお伺いをいたします。

教育長は、長きにわたり教育者として北海道を回られ、北海道の教育には造詣が深いと

理解しております。そこで、柴山昌彦文部科学相は、ことし２月１９日の会見で携帯電話
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やスマートフォンについて小中学校は持ち込みを原則禁止、高校は校内での使用を禁止と

いう指針を見直す方向を明らかにしました。大阪府が１８日に公開した災害時の対応など

を考慮して持ち込みを認める案についての考えを聞かれ、答えた文科相は、教員や保護者

の意見を聞き、来年度中にも新たな指針をつくると述べられました。また、柴山氏は、大

阪府の動向を注視しつつ、学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化を踏まえて見

直しの検討を進めたいと、見直しされたとしても持ち込みを認めるかどうかは、各教育委

員会や学校関係者が判断することになるとも述べられました。

そこで、伺います。私は、今後の課題として、学校で破損や盗難などが起きる可能性が

あるし、全員がスマートフォンを持てるかどうか、貧困家庭で買えない生徒も出てくるの

では不安があるし、子供同士のいじめのトラブルの原因の一つになる可能性が高いと思う

が、災害時の連絡体制は別のものでも対応できると私は思いますが、教育長の率直な考え

方をお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 田邊教育長。

〇教育長（田邊彰宏君） 議員の再質問に答弁させていただきますけれども、私も議員と

全く同じ考えを持っております。教育委員会として、積極的に小学生、中学生にスマホや

携帯を学校に持ってくることを認めるような方向には私はしたくないというのが本音です。

やはり一番心配なのは、破損や盗難、この部分は出てくるだろうなと。それから、買える、

買えない、持つ、持たせないもあろうかと思います。本町の場合は、通学区域はそう広く

ありません。家まで近いわけですから、私はこの必要性は正直申し上げてないというふう

に思っています。

災害時の連絡方法については、この前の停電のとき云々ありましたけれども、別な手段

はあります。最悪の場合は、学校から子供の家に行くことは全部できる範囲にありますの

で、今後の方針がどうなるかわかりませんけれども、教育委員会としてこれを積極的に認

めるような方向には多分積極的にはならないというふうに私は思っています。

〇議長（村山義明君） 細谷さん。

〇５番（細谷久雄君） それでは最後に、全国的にもいじめの認知件数は増加しておりま

す。陰湿ないじめを苦にしたと見られる自殺などの報道も相次いでおります。このような

状況を踏まえ、児童生徒の問題行動などの未然防止、早期発見、早期対応と適切な支援に

心がけていただきたいと思います。

〇議長（村山義明君） これにて細谷さんの一般質問は終了しました。

ここで休憩をとりたいと思います。議場の時計で１１時５分休憩までいたします。

休憩 午前１０時５２分

再開 午前１１時０５分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。
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一般質問を続けます。

受け付け番号２、議席番号６番、東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 東海林です。私は、３問ほど質問させていただきます。

初めに、自治記念式表彰式のあり方について伺います。現在の表彰は、規則第２条に該

当した方を該当したその年に表彰する一過性のものであります。これを例えばまちづくり

功労者という称号を与え、末永く誇りとなるものに変えるべきと考えますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

自治記念式における表彰につきましては、歴史もあり、重たいものと認識しています。

来年度が開拓１１０年、町制施行７０周年の節目の年でもありますので、答弁書はちょっ

とあれですけれども、既に表彰審議委員会が開催されておりまして、その中でもご意見を

いただきました。この１年間をかけて、来年度に向けてしっかり検討させていただきたい

というふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 町長自身歴史もあり、重たいものと認識していますということ

ですから、将来ともに個人の誇りとなるようなものに変えていただきたく、検討していた

だきたいと思います。

次に移ります。２点目は、寄附採納審査会のあり方についてであります。寄附採納事務

取扱要綱第６条では、審査会委員は全て町職員によることとしておりますが、これでは公

平性、中立性に問題を残すことになります。どうしても町側の視点でしか見えないと思い

ますので、審査会、審議会などは第三者の意見を重視するものであります。この仕組みを

変えるべきと考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 寄附採納に関しましては、重要な案件等は審議会だけで結論を出

さずに、必要に応じて議員全員協議会に諮るなどの対応をしてきているところです。これ

までも寄附採納については議論されてきた経緯もありますので、ご質問の趣旨を踏まえ、

改めてそのあり方について検討していきたいというふうに考えています。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） そういうおつもりでありましたなら、なるべく早急に対応して

いただきたいと思います。

次に移ります。第３問は、小林町政４年間の特筆すべき政策と今後の課題ということで

お伺いいたします。まず、１点目ですが、この４年間、新人町長としてユニークな事業を

含め、いろいろ努力し、頑張ってきたと思います。理事者として今思っている特筆的な政

策として実施した事業を挙げるとすれば、どのような事業になりましょうか。二、三お知

らせいただきたいと思います。
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そして、町長は、第４回定例会において次期選挙に立起の意思を表明いたしました。現

状ではどうなるかわかりませんけれども、当選する思いでの立起だと思いますので、当選

されたとして次の４年間に何を政策の柱とするのか、この町の課題と課題解決の方策を伺

いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、この４年間では、子ども・子育て支援と教育の充実という

ことで、私なりに一定の成果を上げることができたというふうに考えております。新たな

支援策を制度化し、農業や商工業の振興を図ってきた。あるいは、ライドシェア事業を核

とする分かち合い、支え合いの地域づくり、観光まちづくりなどについて着手してきたと

いうふうに思っています。いずれも成果が見えるまでなお時間を要しますが、今後も力強

く施策を進めていく必要があるというふうに考えているところです。

今後につきましては、高齢者人口の減少を見据え、持続可能な地域医療、介護、地域福

祉、健康づくり事業等のあり方を検討していくことが最重要な課題になっていくと考えて

います。町民一人一人にしっかりと光が届き、生き生きと明るく元気な健康長寿の町であ

るとともに、多様で豊かな社会資源をもとに、最期のみとりまで安心して住み続けられる

町にしていかなければならないというふうに考えています。

今後の方策としては、特に町民参加を大事にしていきたいというふうに考えておりまし

て、コミュニティーデザインの手法を取り入れていきたいというふうに思っています。町

民の皆さんにご参加をいただき、一緒に悩み考えた上で一人一人が楽しいと思えるような

役割を見つけ、それをつなぎ合わせていくことで新しい地域のデザインを描いていけたら

というふうに考えています。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 町長は、遠慮して余りひけらかすことのしない人ですので、抑

え目に言っておりますけれども、私なりに町長はいろんな今まで手がけられなかった大胆

なこともしてきたというふうに評価はしております。

ただ、そのことが実際に今後どうなるのかということではいささかの不安もありますの

で、例えばミルクプラントをつくって、地元の牛乳を町民に飲ませたいという思い、これ

は歴代町長が何十年も前から考えてきたことなのだけれども、なかなかできなかったこと

ができました。ただ、だけれども町民がおいしい牛乳を飲めるということだけではやっぱ

り解決しない。これを町民外にも広げ、採算的にも合うようなものに直していかなければ

ならないという努力を改めてしなければならないと思います。

それから、ワインづくりのもととなるブドウ畑のことにも手がけてまいりましたが、こ

れもまだ一回も実は実っていないことですので、これからどうしようとしているのか。こ

れもちょっとこれからのこととして伺いたいと思います。

また、よいことだけでなくて、やっぱり失敗もありました。事務手続上のミスだとか、

そういったこともありました。これらについても率直にこれから反省しながら、こういっ
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た事務的なミスをなくするように努力しなければならないと思います。

それと、これからの方策として、町民参加とコミュニティーデザイン、これを大事にし

ていくということでありますが、私はこの町の一つの特徴としては、子供を大事にすると

いう子育ての支援、これは非常に大事な政策だと思います。それから、非常に多くなった

高齢者の福祉対応、これもこれからの一番の地域の課題であると思います。高齢者といっ

てすぐ保護する、扶助の対策をするという観点よりも、元気なお年寄りは働く場を与えて

やるほうがむしろ大事であり、町の活力にもなります。そういった施策をもう少し具体的

につくってあげるようなことを考えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、ミルクプラントの関係でありますけれども、導入時に私と

してはご説明をしたつもりでありますけれども、なかとん牛乳の製造そのものが収益性が

高い事業だというふうには考えておりません。なかなかこの事業単体で収益をとれるとい

うところに持っていくのは、難しいところがあるというふうには思っています。ただ、牛

乳が地域の私はある意味、唯一という言い方は適当ではないかもしれませんけれども、大

切な最も主要な資源というふうに思っていますけれども、これが生まれることによって、

それをさらに活用した次の商品、６次化産業というような展開に結びついていくことで地

域の経済を少しでも元気にできる、そういう起爆剤になるということの期待をしていると

ころです。まだまだ結果につながっていませんけれども、これからもそれを継続していく

べく体制をつくっているというふうに考えておりまして、その辺でご理解を賜ればという

ふうに思います。

それと、醸造用ワインの栽培試験ですけれども、本当に費用をかけないように小規模に

今実験圃場の運用をしています。いずれにしましても、今、日本で最北の試験と、幌延町

でもやられているのですけれども、あわせて一番北の実験だというふうに思っています。

気候変動のこともあり、長期的にはここもブドウをつくっていける地域になっていくだろ

うし、そこを見据えながらという思いもあります。ブドウというのは、３年目か、ここだ

と多分４年目ぐらいにならないと実がつかない地域なのかなというふうに思いますけれど

も、そういう長いスパンで地域づくりに取り組むという意味での位置づけという思いもあ

っています。実際に実らなかったとしても、その次のことも考えながら、本当に長期的に

これは取り組めたらいいのではないかというふうな思いでおります。

それと、本当にこれは申しわけないというふうに思っていますけれども、この４年間本

当に事務手続上のミスが多く発生をいたしております。これは、たまたまというか、職員

の世代交代の時期と重なっているというところはあるとはいえ、日常における事務執行上

の問題もあるというふうに考えています。今窓口業務を中心ということではありますけれ

ども、全庁的に業務の改善に取り組むということで実施をしてきています。さらにこれら

の取り組みを強化していきながら、業務のマニュアル化ですとか、それらの事務の引き継

ぎの方法だとか、いろんなことをあわせてミスの起こらない組織体制に構築をしていくと
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いうことで努力をしているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思いま

す。

それと、先ほど町民参加ということを強く申し上げたつもりであります。子ども・子育

て支援に関しては、本当に私としては一丁目一番地の政策だというふうに思っております

ので、さらにこの充実に努めていきたいというふうに思います。

それと、高齢者の方を対象としてということでありましたけれども、働く場の提供とい

うようなこと、扶助ではなくて役割をと。先ほどコミュニティーデザインのところでも申

し上げましたけれども、今既に、就労という形等ももちろんあると思うのですけれども、

社会貢献的なことで地域の方たちが非常にまちづくり、地域づくりに参加していただく機

会が生まれていると思います。ライドシェアにおけるボランティアドライバーの皆さんの

活躍であったり、ファミリーサポートセンターにおける提供会員の皆さんの活躍であった

り、あるいは認知症カフェができて、そのカフェを支える歩みの会の活動であったりとい

うような、そういう新しい社会資源が生まれてきているということが成果だというふうに

も思っています。こういった参加していく機会をさらに広げていき、地域の住民同士が分

かち合い、支え合っていく、もちろん元気な高齢者の人たちがもしかしたらこの町では本

当に中心になるのかなというふうに思います。そういう地域づくりを進めていければ、こ

の地域はもっと明るく元気になっていけるのではないかというふうな思いでおります。

〇議長（村山義明君） 東海林さん。

〇６番（東海林繁幸君） 再々質問で申しわけありませんが、町長のこの４年間の中でい

ろいろあったことを今も思い出しながらやっているのですが、まず１つは、今町民が一番

心配しているのがピンネシリ温泉の問題です。ＤＭＯ、いわゆるなかとんべつ観光まちづ

くりビューローという組織をつくって、ピンネシリ温泉を含めた観光面の経営に当たるわ

けですけれども、そのことが始まった途端に温泉自体の経営が大分混乱してきた。しかし、

一方で町長は観光まちづくりビューローの理事長として対策を考えているというふうにも

聞いておりますので、住民に安心感を与えるために若干の今後の対応をお知らせいただけ

ればなと思います。

それと、ライドシェアについて伺います。これは、本当にボランティアドライバーの皆

さんの献身的なボランティア活動で成り立っているわけです。きのうだったですか、国も

乗り合いタクシーの問題とこのライドシェアについての見解を新たにして、国が制度の改

革も含めてやろうとしております。そういった発表がありました。そういった意味では、

当町として非常に先駆けたことをやってきたのだなというふうに改めて思ったのですが、

町長、私はライドシェアの運営協議会の委員としてやってきましたけれども、ボランティ

アドライバーの皆さんの献身的な努力はわかるのだけれども、全体的な予算の使い方から

すると相当金額が大きくなっていますけれども、それはドライバーへ行っているわけでは

ないのです。全くドライバーの人ははっきり言って恩恵はないのです。そういう制度を生

み出す上においては、非常にお金もかかることもわかるのですけれども、何かかけている
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効果が本当にあるのかどうかというのでは私は疑問を持たざるを得なかったのですが、町

長はこれからも含めて、今後来年度からも含めてこれはまだ継続していく考え方をお持ち

ですから、今後どうするのか、その辺を伺いたいと思います。

もう一つつけ加えますと、先ほど高齢者の福祉のことを申し上げましたが、私が今非常

に関心を持っているのは認知症対策です。認知症対策については、専門の施設が当町には

ないわけです。対応しているのが養護老人ホームです。ここに認知症の専門家として常駐

するか、または町として認知症の専門家を採用して指導面に当たると。職員の指導、それ

から利用者の指導、そういったこともこれから考えていっていただかなければならない時

代が来るのではないかと思うのですが、認知症の対応について町長としてはどう考えてい

るのか伺いたいと思います。３点です。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、ピンネシリ温泉の問題でありますけれども、２月、３月に

おきまして料理人が不在の状況をつくったということにおきまして、食事が提供できない

という状況に至りました。これは、弁解の余地なく、本当に大変申しわけないというふう

に思っておりまして、町民の皆さんにもおわびを申し上げたいというふうに思っておりま

す。

ただ、今後についてでありますけれども、４月から新しい、大変大きな期待を持ってお

りますけれども、すばらしい料理長の確保をすることができるようになっています。その

他のスタッフについても補充の予定を今立てておりまして、平成３１年度におきましては

しっかりとした運営体制を構築していくということで進めていきたいというふうに考えて

います。一旦ＤＭＯの組織としては、これまでやってきた温泉の経営は温泉の経営を、道

の駅は道の駅の経営をというふうに引き継ぎながら、その統合することの効果をゆっくり

出していきたいというふうに考えていたところでありますけれども、その引き継ぎのとこ

ろでちょっと思わぬ事態に陥ってしまったというところがございました。冒頭のとおりお

わびを申し上げるところでありますけれども、これからにつきましてはそれらを統合した

効果をしっかり発揮をしていきたいというふうに考えているところであります。

それと、ライドシェアについてでありますけれども、ライドシェアの事業そのものに大

きな予算がかかっているということでは余りなくて、ライドシェアそのものはアプリケー

ションの使用料と、あと普及的な役割も含めて役場のほうに１人専任の臨時職員を、専任

といっても業務の半分程度かなというふうに思いますけれども、置いているその経費ぐら

いしか実はかかっていないと。あとは本当にボランティアたちのお力で成り立っていると

いうふうに思います。実際にはいろんな地域公共交通であったり、地域づくりに関する調

査研究、そういった委託であったり、先ほど議員おっしゃった運営協議会の開催費用とい

ったようなところで費用は確かにかかっているところでありますけれども、これを本格的

に実施をしていくに当たってもそれほど大きな費用が実はかからない、そういう面での予

算のある事業かなというふうに思います。ただし、無報酬のボランティアドライバーとい
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うことの限界というものをしっかり見据えた運用ということは考えていかなければならな

いというふうには思っています。

それと、認知症対策についてであります。お話のとおり、本町におきましては医療介護

というところでいっても国保病院と特養、養護という施設と、あとは在宅に関して訪問と

デイサービス、これも平日９時５時という限定された時間でのサービスということで、極

めて限られた地域資源しかないという中で認知症の方がふえているという状況があります。

今認知症を支えるためにも地域包括ケアということで、地域全体で支えていく仕組みを考

えていかなければならないということで、なかとんカフェの開設であったり、認知症の地

域支援員を、保健師でありますけれども、配置するなどの対策を講じているところです。

十分とは言えないところでありますけれども、そんな中でできる最大限の対策を図ってい

くように努力をしていきたいというふうに考えています。

〇６番（東海林繁幸君） 終わります。ありがとうございました。

〇議長（村山義明君） これにて東海林さんの一般質問は終了しました。

受け付け番号３、議席番号４番、宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 受け付け番号３番、議席番号４番、宮崎です。私の一般質問の１

問目は、小林町政の成果と課題、反省はと題して伺いたいと思います。

小林町長は、この４年間で一定の成果を得られたとのことから再選を目指し、４月に実

施される町長選への出馬を表明されました。改めてこれまでの成果や課題、反省点などに

ついて伺います。また、特に以下の点については、多くの町民からその成果を疑問視され

ていると思われるため、重点的にお答えいただきたいと思います。

６次産業化について。なかとん牛乳は町外でもＰＲが行われており、露出の機会もふえ

ているようでありますが、町内への経済効果にはつながっているのか。ワイン醸造用のブ

ドウ栽培については、大々的に予算化されスタートが切られたものの、その現状、将来性

については多くの町民にとって非常に不透明なものとなっており、納得できる説明が必要

です。

観光については、一般社団法人なかとんべつ観光まちづくりビューローという新組織の

設立は実現したが、１月に観光開発から温泉経営を引き継いだ途端、当月いっぱいで食事

の提供ができなくなり、数カ月先の予約も断っていたようでありますが、宿泊者の朝食す

らまともに用意できない状況なのでしょうか。

４年前に町長が公約した今までよりも便利な公共交通がライドシェアなのかという印象

からか、総合計画の外部評価委員からも厳しい指摘を受けているようでありますが、交通

網の整った都市へ定期運行する交通の仕組みなどは検討されておられるのか。

また、大きなミスや処分が相次いでいる行政組織の立て直し等についてはいかがでしょ

うか。

平成２９年第２回定例会で星川議員より質問のあった台湾との国際交流ですが、そのと

きの答弁で今後の見通しについて本町にとって有益と見込まれる事業展開ができれば進め
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ていきたいと言われていますが、その後どうなっているのかお伺いします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

この４年間は、地方創生総合戦略を基本にこの町を未来の子供たちにしっかりと引き継

いでいくため、人口減少に立ち向かい、挑戦し続けなければならないと考えてきました。

子ども・子育て支援や教育などある程度の成果の見えるものもありますが、これからの取

り組みが重要になるものが多いと思っています。課題は、若い世代の増加につながる雇用

機会の確保であり、結婚や子供の出生数の増加につながるような取り組みを重ねていかな

ければならないと思っています。町民の中に未来志向でまちづくりに取り組む機運と期待

感が広がる、そうした進め方も大切だと感じているところです。

なかとん牛乳は、町内での販売を基本としておりますが、１月から札幌駅内にあるどさ

んこプラザで試験販売を開始したほか、宗谷ショク×タビフェア等のイベント等でも販売

をしています。平成３０年度１月末までの町内商店等の販売額は約１８９万６，０００円

となっておりますが、経済効果や採算性という視点だけでなく、町をＰＲする特産として

重要な役割を有していることから、今後も継続していくべき事業というふうに認識をして

おります。

醸造用ブドウの試験栽培は、平成３０年度は松音知地区で実施しており、低温等の影響

で生育の停滞は見られたものの、おおむね順調に生育しているものと認識しております。

今後は、地域おこし協力隊制度を活用して担当職員を配置し、栽培技術の習得や本町に適

した品種の選定及び栽培方法の確立を進め、栽培面積の拡大も視野に、中長期的にじっく

りと取り組んでいく必要があると考えております。

なかとんべつ観光まちづくりビューローの運営では、指定管理業務を開始後、一部の従

業員から退職の意向が示されたことから、ピンネシリ温泉の食事提供サービス等の業務を

一部休止せざるを得ない状況となりました。できるだけ早期に通常営業が可能となるよう

理事会で協議をされており、新たな調理スタッフ等の確保に全力を注いでいる状況であり

ます。先ほど申し上げましたとおり、料理長については既に確保して、４月１日からの再

開ということの予定で今は進んでおります。

ライドシェア事業は、ボランティアドライバーに協力をしていただき、移動を必要とす

る方の輸送が確保されているだけでなく、この取り組みを通じたソーシャルキャピタル、

人と人とのつながりの醸成など成果も見られるところです。都市部へのアクセスに関しま

しては、できるだけ新たな費用負担を生じさせないよう小頓別での都市間バスへの接続を

意識するなど、既存の交通資源を活用した仕組みづくりを検討していきます。

行政組織の立て直しでは、職員の世代交代が進んでいる中、事前にミスを回避できるよ

うに業務のリスト化やマニュアル化を進めてきています。また、人事評価による面談での

聞き取りでも問題点などの洗い出しも行っており、必要に応じて個人面談の追加も実施し

てきています。新規採用の職員に関しては、早期に内部研修を実施することも検討してい
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るところです。

中華大学とは、平成３１年度もインターンシップ事業を実施したいとの意向を受けてい

ます。台湾から着任した地域おこし協力隊員を含め、インバウンド観光を目指した体制づ

くりを検討していくべきと考えております。あわせて観光部門だけではなく、教育や文化

等の分野で国際交流という観点から、町民との交流にも広がることが期待できるというふ

うに考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） まず、なかとん牛乳についてなのですけれども、先ほどもお話が

ありましたけれども、簡単に言うと採算性というところなんかは難しいというようなお答

えになるかと思います。これは以前からそういうお話はありましたけれども、私も採算性

であるとかという部分とか町内での販売がどうこうというようなことを今さら聞いている

わけではなくて、まさに今町長にご答弁いただいたお答えにあるように、なかとん牛乳を

通して中頓別町をＰＲしているということにおいて町外から町内への経済効果については

どのように分析をされているのか。町民の皆さんが実感できるような部分というのが町外

からの経済効果についてあるのかどうかというところを再度伺いたいと思います。

それと、ワイン醸造用のブドウ栽培については、今年度についてはおおむね順調という

お答えになるかと思いますが、この点は前年度の反省などが生かされているのか。今の場

所の土壌改良であるとか、また１年目に植えたものの中でこの２年目も継続して生育して

いる苗木なんかはあるのか、こういったことについて再度伺いたいと思います。

それと、観光に対するご答弁については、印象としてはどうも去っていった方々にこれ

までのお話を聞いていると責任を押しつけているように私は感じます。特に温泉経営の今

のふがいない状況については、昨日も常任委員会で議論される中でもお話がありましたけ

れども、全員が継続して働いてくれるという意思を示していたということなのですけれど

も、結果を見れば本当はやっぱりそうではなかったのだということは明らかだと思います。

それを見抜けないことのほうが問題でしょうし、それ以前にさまざまな理由で職員が急に

おやめになるということはどこの世界でもあり得るわけですし、今後もあると思います。

一体そのときビューローはどう責任をとるのかというのが今回問われたのではないかなと

いうふうに思いますが、実際どうだったかというところでいくと、私は最悪の選択をして

しまったのではないかなというふうに思います。簡単に言うと、一時的に食事の提供をや

めてしまったということ。やめるとかできないとかお断りするというのは、これは商売に

おいて一番損をすることになるのです。例えば今年度中頓別町は、逆にその恩恵を受けて

いる部分もあるかなと思います。スキー場です。先ほど教育長の執行方針の中でもありま

したけれども、もちろんリフトやトイレなどが新しくなったこともあるとは思うのですけ

れども、近隣のスキー場で起きたリフトであるとか雪の問題で利用者数がふえた部分もあ

ったというふうに思います。逆にピンネシリ温泉の状況については、近隣の宿泊施設にも

しかしたら喜ばれているかもしれない。非常に不名誉なことではあるのですけれども、で
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はこれは町長が以前私質問したときに将来的に目指したいという民業というものの中で、

例えば中小企業とか零細企業の経営者だったら、この場合どう責任をとっただろうかなと

いうふうに考えると、私でもそうすると思うのですけれども、できるだけクオリティーを

落とさないようにみずからでも食事の用意をすると思います。お米を炊いて、おみそ汁を

つくって、卵とベーコンとソーセージを焼いて、ノリや納豆や出せる方というのは、例え

ば今のビューローの従業員の方でもできる方というのはたくさんいらっしゃるのではない

かなというふうに思うのです。なぜ誰も動員できなかったのか。せっかく１つになったの

に、そのメリットはどこにあるのかというふうに感じてしまいます。実際工事関係者の方

々が宿泊をされているわけですけれども、皆さん今の現状、パンであるとかお弁当だけで

は力は出ないのではないですか。こういう状況なので、新規の予約については素泊まりを

提案するというのは、これはいたし方ないというふうに言えるかもしれませんけれども、

ただそれ以前から泊まっていただいている方々に関しては同等のサービスを提供すると。

正直そういうプライドもないのに町の評判を左右するような施設の運営は、私はするべき

ではないというふうに思いますし、責任をとれない人が経営者になってはいけないと思い

ます。だって、町長は、代表理事ということですけれども、ご飯炊きに行く余裕なんてな

いと思うのです。ですから、このビューローが責任をとれる組織なのかというところを改

めて観光については伺いたいと思います。

それと、ライドシェアについて、先ほど東海林議員の質問の中でもありました。多分主

に費用対効果というところで、特にこの利用者数の少なさとかに厳しい指摘があるのだと

思うのです。ただ、私もライドシェアは一つの交通手段であって、少ないながらもニーズ

があることに変わりはないというふうに思っています。この点これまでの利用者数等の推

移であるとか、今年度の状況であるとか、前年度の比較について改めて伺いたいなという

ふうに思います。

それと、再質問の最後になりますけれども、行政組織の立て直しについては、業務のリ

スト化であるとかマニュアル化というようなことを挙げておられますけれども、これは取

り組んでこられたのではないかなと思うのですけれども、これでミスというのはなくなっ

たり、減ったりしてきたのですか。私は、細かいことをいつも言いますけれども、例えば

行政が出す文書については、日付の間違いであるとか誤字脱字の類いというのが今もやっ

ぱり多過ぎるのではないかなというふうに思っています。この定例会初日の３月４日も条

例の新設であるとか改正というのが当然あったわけなのですけれども、これは平成元年か

らだと思うのです。「や」、「ゆ」、「よ」、「つ」という例えば大きい文字と小さい文

字がある文字、それまでは条例等の中では何々であってとか小さく私たち一般的に使う文

字を大きいまま表記していたのです。これが平成元年から一般的な文字に変えましょうと

いうことで小さい文字を使うようになってきたのだけれども、多分４日のときもあったと

思うのだけれども、何々であってとか何々にとってとかというその小さい「つ」があった

り、大きい「つ」のままだったり、１つの条例の中でも入り乱れているようなところもあ
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る。こういうところで一字一句チェックされていないのではないかなというところを町長

にもこれまでも何度もお話ししてきていますけれども、このチェック体制というのは改め

てどうお考えになっているのか。

それと、近年の社会人採用というものが再開されたような、改めて始まったときからに

なるかなと思いますけれども、それまでは若い方の退職というのはすごく少なかったので

はないかなと思うのです。ただ、それから数名ここまで退職、若い方で早くにおやめにな

っている方が出てきている。中頓別町行政には人を育てるということそのものにちょっと

問題があるのではないかなというふうにも感じておりますので、この点も見解等あればお

答えいただきたいというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 項目がたくさんあるので、もし漏れていれば指摘してください。

まず、なかとん牛乳のＰＲ効果、それに伴う外部からの経済的な波及効果というところ

のお話でしたけれども、端的に今現在それが大きく見込めるというような状況にはないか

なというふうには思います。ただ、こういうものがあるということで来訪者がふえたりと

か、関連する中頓別町の今正直そんなにたくさん特産品と言えるものがあるわけではあり

ませんけれども、そういうものが一緒に並んで、買ってもらえるとか、そういう状況が今

後つくられていくことを目指していきたいというふうに思います。

それと、これは後で補足があれば説明してもらいたいと思いますけれども、ワインの前

年度結果的には全滅、１年目の苗はこれは苗を定植させる時期の問題とか、その後の天候

の問題とか、あと土壌のつくり方の問題とかがあったということもあって、新たな試験圃

場についてはそういった問題をクリアできるようにということで選定をして、現在のとこ

ろに変わったというふうに思います。本当に実がなるまで数年かかる作物でもあり、早霜、

遅霜の問題があって、そういった天候を乗り越えていけるのかとかということをしっかり

見ていかなければならないというふうに思います。できるだけ費用をかけずに、大事に実

験を継続していきたいという考え方であります。

それと、観光に関するご指摘は、本当に議員のおっしゃることについては弁解の余地が

ないところが多々あるというふうに私も思っています。私自身が代表理事になるというこ

とにおいては、新しい法人が軌道に乗るまではみずから責任をとって立っていかなければ

ならないという思いであります。そんな中で、今回のような事態になった際の対応として、

大変申しわけないけれども、私が朝食の準備や夕食のお膳のところまで行って対応すると

いうことにはさすがにならないというふうに思っていますが、問題が生じたときにそれに

対してどう対処解決できるかということに対しての責任は、やはり私にあるというふうに

思っていて、２月、３月の対応についてそれが果たせなかったと。結果としては、食事の

提供を中止するという結果を判断したということになるわけでありまして、その適否、そ

れが不適であるというご指摘については、まさにそれは私の責任だというふうに思ってい

ます。
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ただ、その中でスタッフにも最善を尽くしてもらったのかなというふうに考えておりま

すし、改めてこういうスタッフが不在時どうするかという、そういう危機管理的な問題も

必要だというふうな認識は新たにしたところでありまして、今後の運営においてその反省

を最大限生かしていくという以外にこの責任のとりようはないというふうに思っておりま

して、それに向かってしっかり果たしていくように努めたいというふうに思っております。

ライドシェアについては、利用数が少ないという評価について、それはいろんな見方が

あるのかなというふうには思いますけれども、先ほども東海林議員の質問で申し上げまし

たけれども、ボランティアドライバーの方たちが８００回を超える乗車機会を持って、高

齢者を中心とした方の足となって動いたということは、私は大変な成果なのではないかと

いうふうに思っています。本当はこのライドシェアも含めて地域の公共交通の全体の見直

しをこの任期の中で果たせれば一番よかったのかなというふうには思っていますけれども、

ご承知と思いますけれども、思いがけない事態として、ここのバス路線が国費補助の対象

外になるということに至りました。このままこれを継続すれば、町のバス路線の負担が倍

増するというような大変な事態に至って、それに向けてどう対処していくべきなのかとい

うことで、改めてさまざまな検討を今しているところであります。なかなかそれをお示し

する状況にまだないところではありますけれども、一定の今年度の調査の中でもそれらを

検討していく資料としては整理ができているかなというふうに思います。ただ、単町だけ、

うちの町だけの事情で決められない問題でもありますので、沿線との協議を私どもの町は

私どもの町の住民のニーズ、必要を最大限に応えられるような、そういう交通体系を地域

公共交通のあり方を提示できるように取り組んでいきたいというふうに思います。

推移や状況については、後で担当参事のほうから説明をしてもらいたいと思います。

それと、行政組織の関係でありますけれども、組織として取り組むこと、それとシステ

ムとして取り組めること等があるかなというふうに思います。先ほど言った条例審査のよ

うな重要な例規類に関しては、システムのほうでもチェックができるような体制にはなっ

ていて、それらは十分に活用していきたいというふうに思います。文書の誤字脱字等につ

いては、どうしても今職員数が少なくなって、組織がフラットになっているので、担当者

が起案したものを課長が決裁するというような、重要なものはもちろん副町長や私のとこ

ろにも上がってくるのですけれども、正直誤字脱字のチェックまで私どものほうですると

いうようなことはなかなか難しいところがあるというふうに思います。これは、日常的に

気をつける以外に解決ができない問題でもあるので、改めてそういった問題を根絶できる

ように職員等の中の意識の統一を図っていきたいというふうに思います。

それと、若い人の退職が本町でも起こるようになったということです。これは、うちだ

けではなくて、近隣の市町村においても非常に多く、非常にというか、多く起こってきて

いる最近の傾向で、本町もそういうケースが生まれるようになってきたというふうに思っ

ています。若い人の価値観とか働き方に対する意識の変化もあって退職される分について

は、これはある意味仕方ないところがあるかもしれませんけれども、本町の中では業務に
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対して行き詰まってというようなケースにおいての最終的に退職というようなことも起こ

っています。これは、私としても大変残念だったことだというふうに思っていて、深く反

省しているところです。おっしゃるとおり、人を育てるということにおける今の役場組織

に力がないのではないかというご指摘、問題があるのではないかというご指摘については、

否定をしがたいところがあるかなというふうにも思います。長く十数年にわたって職員を

採用してこなかったという中で、先輩が後輩を育てるというような経験をしないままそれ

らの先輩がもう既に管理職相当になって重要な任務をたくさん担うという中で、十分に若

い職員を育てるために時間を割けてこられなかったと、あるいはそういう仕組みを欠いて

きたという事実はあるというふうに思います。ただ、それらについても今改善を図れるよ

うにしていますし、何よりも若い職員が一生懸命頑張ってくれているというふうに思って

おりまして、先輩職員から若い職員まで一体となって、組織の改善に取り組むということ

を私としてはその方向に向かって今しっかり動けているのではないかというふうに思って

おりまして、その成果を認めていただけるような、ちょっと時間がかかるかもしれません

けれども、そこに向かっていきたいというふうに思っています。

〇議長（村山義明君） 笹原総務課参事。

〇総務課参事（笹原 等君） 私のほうからライドシェアの利用状況の推移ということに

関しましてご説明させていただきたいと思いますが、この間見ていますと夏場と冬場で利

用状況に大きく差がありまして、やはり夏場は自分で運転をしたり、歩いていったりとい

うことで利用状況が下がると。逆に冬場に関しましては、危険だということで利用がふえ

るというような傾向があります。

この間、平成２８年８月２４日から実証実験が開始しているわけでありますけれども、

１月の下旬の時点で集計した結果といたしましては、トータルで土日も含めての日数にな

ります。８８０日ほどありまして、その間８４０回ほどありました。平均しますと１日１

件弱というような利用状況でありますけれども、議員がおっしゃったとおり、利用回数の

多寡ということではなくて、これを利用していただいているというようなことが現状でも

継続しているということが重要なのかなというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） ここで、途中ですけれども、昼食のために議場の時計で１時まで

休憩といたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

宮崎さんの一般質問、再々質問から始めますので、よろしくお願いします。

宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 再々質問からということになりましたので、させていただきたい
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なと思うのですけれども、再質問のほうでは基本的なところは漏れなくお答えをいただき

ましたので、再度１点ほどお伺いできればなと思うのですけれども、観光の関係で先日観

光協会の理事会が３月５日でしたか、あったものですから、その中でビューローとのかか

わりについてもお話が出まして、これまで管内の観光連盟であるとか道の観光連盟である

とかというところには、観光協会が町の観光に関する代表というような形で加盟をしてき

て、負担金というのを負担してきたわけなのですけれども、今後については私はこれはビ

ューローの役割になるのではないかなと思うのですけれども、現時点ではビューローのほ

うでは加盟したり、負担するということはしないと。加盟するなら観光協会のほうで加盟

して、負担をしてほしいというようなことを言われているというようなお話があったかな

というふうに思います。この点今後どうされるのか確認をさせていただきたいなというと

ころと、観光協会は１２月まで道の駅なり、コテージの運営をしてきました。そういう中

で、認識としては不当に減益をこうむった部分があるのではないかという認識があるとい

うことも話として出ていました。例えばビューローにかわっていく中でコテージを休業せ

ざるを得なかったりとか、ほかにも恐らく細かく言ったらあると思うのですけれども、こ

ういったところへの観光協会の対応というのはどのようにお考えになっているのか、この

点だけ再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 観光協会からビューローへの引き継ぎの関係については、基本的

には観光協会の意向を最大限尊重するという考え方を一貫してとっています。それで、ビ

ューロー側としてというか、町としてもこれは先ほど言ったような連盟について両団体が

入るということは必要ないだろうというふうに思っておりまして、観光部門、今観光協会

といってもイベントを中心に残られるところであるので、そういった管内の加盟関係もビ

ューロー側に移行していただけるのであれば、そのように進めていくのが望ましいのでは

ないかというふうな考え方を持っています。

あと、もう一点のほうは、ビューローへの移行等にかかわらずコテージの改修をしたこ

とに伴って休業という部分であります。これに伴う観光協会が不利益なところが生じると

いうようなことがあれば、それはそうならないように決算等においてしっかり処理できる

ように協議をさせていただきたいというふうに思っています。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 今観光について再度お答えをいただきましたけれども、こういう

形になったのはしようがないというか、これでやっていくしかないわけですから、いろん

な団体同士で連携をとりながら、今後について話を詰めていっていただきたいなというふ

うに思います。

それでは、私の２問目、町営住宅の入居者に対する除排雪の強要についてということで

お伺いをしたいと思います。大きなミスや職員の不祥事を連発させている本町行政がまた

しても町民の怒りを買ってしまいました。特にあかね拡充団地においては、入居に際し屋
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根の雪おろし等は必要ない設計であることを売りにしてきたからです。

１月２８日付で町営住宅入居者宛てに役場から驚愕の文書が送りつけられました。屋根

の雪おろし等を怠って住宅に損害が生じた場合は入居者の負担になるため、自己責任で除

排雪を行うようにという趣旨でありますが、責任の所在は法令等に基づいているのでしょ

うか。実際この文書を目にして、大変な思いをしながら屋根の雪おろしを行った高齢者も

いらっしゃるようですが、雪害による死亡事故の最多原因が雪おろしであるということは

ご存じでしょうか。また、同文書は、町長名で建設課から出されたものでありますが、同

時期には同課による家賃更新の面談が行われていたのに、なぜ口頭で伝えなかったのか。

ことしは、昨年の半分にも満たない積雪の影響で、落雪よりも凍結の被害が多発しており、

過失があればそれこそがまさに自己負担になるかと思いますが、なぜそのような注意は促

さず、突然このような文書を送りつけたのか。中には自分のところへは届いていないとい

う入居者もいるようですが、町営住宅全戸に配付されたのでしょうか。文書を配る暇があ

るなら、雪庇ぐらい落として回れるのではないでしょうか。

文書の中身についても中頓別町役場お得意の誤字脱字は相も変わらず、自身では除排雪

が困難な方々に対し、命の危険や損害賠償、自費を強要するような失礼な内容と言えるの

ではないでしょうか。多くの町民の声を代弁し、町長に対して私からは当該文書の撤回と

謝罪、業者や４月以降軒並み給料が上がる行政関係者総出で町営住宅等の除排雪を行うな

ど、税の有意義な活用を要求します。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

当町における町営住宅等については、それぞれ設置及び管理に関する条例並びに施行規

則があり、その規定に基づき適切な管理等を進めてきているところです。今回送付させて

いただいた文書は、各条例に定められております入居者による住宅の維持管理のあり方と

昨年の大雪で雪庇、落雪による公営住宅屋根の破損が多かったことに対し議会からも入居

者の適切な管理を促すべきとのご意見もいただいたことから、入居者の方にお願いする趣

旨で送付させていただきました。家賃面談時で説明しなかった点と通知範囲が不明確だっ

た点については、反省するところであります。

これまでも除雪や周辺の環境維持の除草に関するお願い文を適時通知してきております

が、このたびの通知文も同様に入居者としての住宅の維持管理をお願いするものであり、

損害賠償等を強要する意図を持って通知したものではないことをご理解いただきたいと思

います。今後は、入居者の方に実施してもらう住宅管理の範囲を明確にした上で協力をお

願いするとともに、それが困難な入居者への支援等もあわせてお知らせし、入居者の皆さ

んには適切な内容が通知されるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） まず、ご答弁の中で町営住宅の管理制度に基づいてということな

のですけれども、恐らくこれは主に中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例の第１９
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条から第２０条ぐらいまでのことをおっしゃっているのではないかなというふうに思いま

す。確かに曖昧な部分があるのですけれども、文言的には厳しく定められているというよ

うな印象も受けます、これを読むと。ただ、除排雪ということに関しては、明確な基準は

定められているのでしょうか。例えばどういう状況だったら入居者の責任になるのか、な

らないかとかと。それはさすがにないのではないかなと思うのですけれども、ましてやあ

かね拡充団地においては、無落雪の設計であるとのふれ込みで皆さん入居されてきている

わけですから、ここで私は屋根の雪おろしの責任を問うことはできないというふうに思う

のですけれども、そうでないとするならばあかね拡充団地建設当初から一部で指摘をされ

てきた本当に無落雪でいけるのかという設計ミスというようなことを今になってお認めに

なるということなのか、この点についても再度伺いたいと思います。

また、昨年の大雪で雪庇、落雪による公営住宅屋根の破損が多かったことに対し、議会

からも入居者の適切な管理を促すべきとのご意見をいただいたことからというふうにある

のですけれども、私はこんなこと一言も言っていませんし、思ってもいません。ですから、

議会の総意ということにはならないと思います。ほかの議員の方からこのような意見があ

ったかもしれませんけれども、誤解を招くような答弁については私は撤回していただきた

いというふうに思いました。根本的に私は命の危険を冒してまで入居者が除排雪を行わな

ければならないというような義務はないと思っておりますので。では、こういう文書が来

たからということで屋根の雪おろしをしましたと。屋根から落ちてけがしました。生き埋

めになって命を落としましたと。誰が責任をとってくれるのですか。また、例えば高齢で

あるとか体が不自由であって頼める人もいないからと諦めていたら、屋根から雪の氷が落

ちて誰かがけがしたり、命を落としたりした場合、これは誰の責任になると思いますか。

また、住宅が破損したら自分で負担しなければならないというふうに感じて、無理をして

雪庇を落として、それによって通行人を傷つけたりした場合は誰の責任になるのか。町の

制度としてできる範囲で管理をお願いする必要があるということは当然わかっていますけ

れども、私が伺っているのはこういう場合の責任の所在について法令等を熟知した上で除

排雪を要求されたのかなということを伺っておりますので、これについても再度お答え願

いたいと思います。

それと、通知範囲が不明確だったというふうにもあるのですけれども、文書のほうでは

町営住宅入居者各位と、これはこれで明確になっているのではないかなと思いますけれど

も、このご答弁の雰囲気からすると実は町営住宅全戸に配付したわけではないというよう

な印象を受けるのですけれども、例えばもしそうだとしたらなぜその範囲をお答えになら

ないのか。また、もしそうだとしたら、全戸ではないのになぜ町営住宅としたのか。だと

すればなぜ配付されていない町営住宅があるのか。これらの点について再度伺います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） まず、２点目のご質問からお答えしたいと思いますけれども、決

して危険を承知でというか、危険が伴うような管理を求めるということではないと。そこ
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はそのとおりだと思います。ただ、その基準が個々の住宅の形状とかいろいろあるので、

一概に線引きできないところはあると思いますけれども、そのあたりは今後住宅の個々の

状況なんかをしっかり踏まえた上で、入居者と明確にできるような運用をしていかなけれ

ばならないかなというふうに思います。いずれにしましても、危険を冒してまでもやって

くださいという趣旨を求めたものではないので、そのような誤解がもし生じるのであれば、

それを解消できるように努める必要があるかなというふうに思います。住宅の管理につい

てこれを機会に近隣市町村の取り扱いも担当のほうで調べてもらいましたが、結構町村ご

とにその対応範囲もまちまちだということが今回よくわかりました。その中で、まさか２

階の屋根にまで上がって落としてくれというようなことを求めているということではあり

ませんので、そういう明確なところは明確にお示しできると思いますけれども、わかりづ

らいところも個々の状況に対応した考え方に立ってやっていきたいなというふうに思いま

す。

１点目に関して、無落雪住宅の上に乗ってということでなく、張り出した雪庇の部分と

か下から手の届く範囲での雪落としをということで、無落雪住宅の上の雪を落とさないと

壊れるということを言っているのではなく、多分ひさしとして出ている部分とか、そうい

う部分の話だと思いますので、そこの上に上がれと、上がってほしいということを求めて

いるのではないのかなというふうに思います。その辺も１点目と重なりますけれども、そ

の箇所ごとに十分伝わるような配慮を今後していきたいというふうに思います。

あと、通知範囲なのですけれども、私も確認が甘かったのですけれども、全公営住宅で

なかったということでありました。この基準も聞くと若干曖昧なところがあったのかなと

いうふうに思うところでありまして、詳しくは担当のほうから説明をさせていただきたい

と思います。

〇議長（村山義明君） 土屋建設課長。

〇建設課長（土屋順一君） 配付範囲についてご説明いたします。

実際に配らなかった団地については、ひまわり団地、すみれ団地、メモリアルハイツと

なりますが、基準としては雪が落ちる屋根の形状については配付しないということにして

おりました。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 私が質問しているような強い感じでの要求のようなことはされて

いないということはわかりました。町長にお答えいただきましたけれども、管理について

は線引きは難しいところもありますし、本当に自治体によっても、私もいろいろ見たりも

しましたけれども、対応はまちまちだなというふうに感じています。ただ、中頓別町はや

っぱりこれだけ人口の少ないコンパクトな町ですから、この町は町営住宅に住む高齢者の

屋根の雪おろしもしてあげられない町なのかなというふうにこの文書を見て感じたところ

もありますし、これについては私は町を主体として実施していってもいいのではないかな

というふうに感じます。雪は、基本的にはさわらないでいる部分については自然物ですか
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ら、雪そのものが対応が難しいところもあるわけですけれども、この点について今後町営

住宅の屋根の雪おろし等を例えば雪の多かった前年度ですか、この裏の西団地の高齢者の

方々の住宅について役場の方々総出でやっておられて、すばらしいなと思ったのですけれ

ども、今後４月以降我々の報酬というのは軒並み、最初の質問にもありますけれども、上

がっていきます。自分たちの給料だけ上げて、そういう住民サービスはできないのかとい

うふうに私は思われるような町であってはいけないと思いますので、私もぜひ皆さんでや

るということであれば除排雪に参加したいなと思います。町長も一緒になって、職員なり、

行政関係者全員で、最初の質問にありますけれども、やってもいいかなというふうに思い

ます、危険のない範囲で。危険なところについては、プロの業者さんに頼んだほうがいい

と思いますので、この点今後の考え方について再度伺いたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 今回の通知文書を改めて見返したときに、除雪対応が難しい場合

についてはご相談くださいというような添え書きがあったりとか、そういう配慮はあるこ

とが望ましかったのかなというふうに印象を持っています。

いずれにしましても、この豪雪の中頓別町において高齢になっても安心して住み続けら

れるということが何よりも大切なことだというふうに思っております。そういう意味で、

通常一般的に管理できるところはやはり居住者が管理すべきだという考え方は踏襲しつつ

も、それが困難な方に対するサービスというものをより充実させていく必要があるかなと

いうふうに思います。社協を中心に除雪のサービスの取り組みをしているところではあり

ますけれども、これで十分かどうかということの検証も含めて、そういう困難にしっかり

向き合って、解消していけるまちづくりができるようにやっていきたいと思います。

給料のお話はいろいろありますけれども、これはもとに戻ったというふうに私は思って

おりまして、それまで職員の部分についてはその間ずっと引き下げられた給料で我慢して、

それを減らされた分を戻せと言っているわけでは決してありませんので、そこはぜひ上が

った、上がったというところはもとに戻ったというふうなご理解をしていただきたいなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。

〇４番（宮崎泰宗君） 報酬のお話は、この後星川議員が質問されることになっています

ので、そのときまた議論していただければいいのではないかなと思いますけれども、確か

に上がったのは上がったのだと思うのだけれども、戻ったといえば戻った、それもそうだ

と思います。ただ、戻ったとしたら、管内でいえば人口のことを考えたら、人口割でいっ

たらかなり高くなったということになると思いますので、そういうことをするわけだから、

町長に今お答えいただきましたけれども、高齢になってもまだ施設等に入らずに町営住宅

とかで自立して生活していけるような町であるべきだと思いますので、除排雪を大変高齢

者の方々は心配されていますので、そういった住民サービスもしっかり同じように考えて

いただきたいなというふうにお願い申し上げて、私の一般質問を終わりたいと思います。
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〇議長（村山義明君） これにて宮崎さんの一般質問は終了しました。

続いて、受け付け番号４、議席番号３番、西浦さん。

〇３番（西浦岩雄君） 受け付け番号４番、議席番号３番、西浦でございます。よろしく

お願いいたします。

それでは、少子高齢化とまちまかない会社についてということで、少子高齢化になって

人口減少に歯どめがかからない。当然自治体の財政規模を縮小せざるを得ない顕著な時代

がやってくる。そこで、今までやってきた行政サービスの一部を住民が行うまちまかない

会社時代を前向きに考えなければいけないと思うが、町長の考えを伺いたい。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

大変不勉強で申しわけありませんが、そのまちまかない会社という言葉については、こ

のたび初めて知りました。公共サービスの領域に多様な担い手が登場することが望ましい

というふうに考えており、小学校区を単位に活動される地域運営組織やまちまかない会社

などが活躍する地域づくりが理想だというふうに思っています。本町においても銭湯とコ

ミュニティーレストランを核とした活動やボランティアドライバーによるライドシェア事

業、ファミリーサポートセンター事業など町民が主体となって公共的なサービスを担う動

きが生まれていると思います。今後に向けては、町民本位、町民主体、町民参加を基本に

据え、コミュニティーデザインの手法を取り入れ、町民が主体となった町の将来構想を取

りまとめるとともに、多様な主体が担う地域づくりを推進できる仕組みづくりを進めてい

くべきというふうに考えています。

〇議長（村山義明君） 西浦さん。

〇３番（西浦岩雄君） 町長が聞いたことがない言葉ということで、ちょっと申しわけな

かったのですけれども、実はこれは私も所属しております任意団体のまちづくり協議会が

主催して講演していただいた松村博文さんという方が、この方は北海道総合研究機構建築

研究本部北方建築総合研究所地域研究部長をなされている方で、ちょっと長いのですけれ

ども、正式な名称でそういうことで、そのまちまかない会社というタイトルの中に副題と

して、田舎ならではの幸せを手に入れようということから講演していただきました。この

方の話の要旨につきましては、パネルで１００枚ほどあったのですけれども、その中で印

象に残ったところというか、１つには便利性とかそういうものよりも、この方は幸福度を

中心にして田舎のよさというものをお話ししていただきました。というのはどういう比較

かといいますと、海に面しているところでは当然漁業が盛んである。山の中では農業が盛

んに行われていると。それに反して都会では、勤務している人、勤め人だとか、もちろん

サラリーマンという人、その人の幸福度を比較したところ、どういうわけか漁業関係者だ

とか農業関係者、農業に従事しているこういう田舎に住んでいる人のほうがより多く幸福

度を持って、幸福度を感じているという結果が出ているということをお話ししていただき

ました。私たち田舎の者からすると、何で都会で便利な利便性の高いところに住んでいな
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がら、幸福度を感じないのかなということなのです。それで、こういった地域で生活して

いるということは、もう一つアンケート調査の中で一番幸福を感じるのはどういうことだ

という質問をしたところ、例えば隣の人だとか地域で交流する機会が多いのは田舎である

と。ところが、都会では自治組織の組織率が徐々に低下しているという結果が出ておりま

す。それだけ人間関係が希薄になっているとこの方は話されておりました。

結局私が何を言いたいかというと、町長も先ほどおっしゃっていただきましたように住

民が支え合うということで町長が発案していただいて、ファミリーサポートだとかライド

シェアだとかいろんなことを考えておられます。これは本当に結構なことで、よろしいの

ですけれども、私個人で考えてもまだまだ、もちろん住民側がそれだけの意識が薄いとい

うか、少ないという希薄さがあって、どうしても行政のほうから提案して、こういうこと

が行われていると。だから、これからは一段階ひとつ考えなければいけないのかなと思う

のは、先ほどの東海林議員の質問の中にもありましたようにコミュニティーデザインを通

して、私も１度講演者となって取り入れた手法に、今まではこちらから一方的におしゃべ

りばかりしていて、こうだよ、ああだよと、こうしなさいとかということよりも、そこに

集まってきた方を幾つかのグループに分けて、いわゆるワークショップ形式で話ししてい

ただくと大いに意見が盛り上がって、そういう多くの人の意見が出てきたという形、やっ

ぱりこの辺もうちょっと住民の活動、自分がかかわっていく上において手法を変えていく

必要性があるのかなという気はいたしました。それで、こういう組織をつくり上げていく

のに、もうちょっと町民も主体になっていくということをどうすればいいかということを

もし町長がこれから考えているのであれば再質問として伺いたいので、いかがでしょうか。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 利便性よりも住民の方が感じる幸福度ということを大切にすると

いう考え方は、非常にすばらしい考え方だというふうに思っています。この４年間ある程

度早く結果が出るものについて取り組めるものについてはということもあって、どうして

も行政主導というか、物によっては私からトップダウン的に落としてきた仕事が結構多か

ったのかなというふうに思っています。それはそれでスタートアップとして一定必要だっ

たというふうに思っていますけれども、これからは先ほど申し上げましたけれども、町民

同士で主体になっていくということだというふうに思います。

幸福度ということをはかるときにも、環境に支えられて満たされる幸福というのはもち

ろんあると思うのですけれども、自分自身が地域で認められたい、地域の中に役割を持っ

て、地域の人とつながっていくというところから生まれるものが本質的な豊かさ、幸福度

ということになるのではないかなというふうに思っています。

私もかつての総合計画をつくってきた反省なども含めて、まだ新しい総合計画まで３年

あるのですけれども、その３年という時間をしっかり使って、先ほどもお話があったワー

クショップを取り入れたそういう計画策定手法みたいなものが必要ではないかというふう

に考えておりまして、そういったものを重ねながら、それぞれ住民の皆さんがどういう町
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を未来としてつくっていったらいいのかという思いやその中での自分の役割、さらにそこ

から生まれる新しいつながりとか、そういうものが生み出せるような形をつくっていけれ

ばというふうな考え方を持っております。もしまた私に担わせていただく機会があるので

あれば、そういう手法を取り入れたまちづくりを進めたいというふうに思っています。

〇議長（村山義明君） 西浦さん。

〇３番（西浦岩雄君） 質問ではございませんけれども、私の思いというか、簡単に申し

述べさせていただきます。

これも講習会等で講演していただいた方がしゃべっていたのですけれども、フランスの

ジャーナリストの方がタイトル「アメリカの民主主義」という著書の中で、フランス人は

何か問題に出くわすとみんなで手をつないで役所に行って陳情すると。しかし、アメリカ

人は、みんなで手をつなぎ、自分たちで組織をつくって問題の解決に当たろうとする。こ

れだけ国民性にも違いがあるよということをおっしゃっておりました。日本人は、どっち

かというとまだ特に私個人的に思うのはフランス人に近いのかなという気はしております。

自由を保障されているということは、それだけ自己責任を感じて、いろんなことを自分で

できることは自分でやるという社会を築き上げていかなければならないのかなと思ってお

ります。そういうことですから、これから私自身はそういう幸福度を追求しながら、決し

て都会に住んでいることが幸福につながることではないということを認識しながら、この

田舎で自由、幸福度を感じながら私個人的には暮らしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。どうもありがとうございました。

〇議長（村山義明君） これにて西浦さんの一般質問は終了しました。

受け付け番号５、議席番号７番、星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、受け付け番号５番、議席番号７番、星川です。私が

一般質問するとき皆さん議場の時計を見ていましたので、なるべく早い時間帯に終わらせ

ていきたいと思います。

小林町政の１期４年間最後の質問となります。今まで４年間いろいろと私どもが一般質

問させてもらいましたのは、町民からの意見で、町長に対して町長はそう思っているけれ

ども、私たちはこういう感じでいきたいのですよということで町長に対して質問させても

らいました。そんな中で町民からは、あなたの質問はちょっと町長に対して失礼でないの

かなと、そういう声も多々多々ありますけれども、これはお互いに町をよくするためどの

ように考えていくのが最適なのかなということで、確かに言葉も悪かったかもしれません

けれども、いろいろと質問させてもらいました。それで、今回最後の質問ということで、

２点ほど質問させてもらいます。これもまたしつこいような問題ですけれども、質問させ

てもらいます。

まず、１点目といたしまして、特別職、議員報酬引き上げに対するこれは町民からの声

です。先般の臨時議会で特別職や議員等の報酬を大幅に引き上げる条例が可決されました

が、このことに対して町民から批判の声が上がっております。その声といたしまして、職
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員数も増加し、地方交付税の減少、それと人口の減少の中、財政は決して好転などしてい

ないのに報酬等を引き上げる根拠はないという声があります。私は、本当に今議員も町長

も町民を置き去りにしているように見えます。確かに議案を可決した議会議員の各人も説

明責任も大ですが、提案者である町長にも町民に対してわかりやすい説明をする必要があ

ると思いますが、町長にお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 冒頭星川議員の質問を失礼というふうに思ったり、感じたことは

一切ありませんので。

ご答弁申し上げます。特別職の報酬改定につきましては、審議会の答申に基づき行われ

たものであり、町の財政状況や他自治体との比較など、総合的に検討した上で決められた

ものと理解しています。批判的なご意見があることもわかりますが、議会でも議決いただ

いたように基本的には多くの町民にご理解をいただいているというふうに理解をしていま

す。報酬や給与は過大でも過少でもなく、その職務に見合う適正な対価として決められる

ことが望ましいと考えています。今回の改定については、一定の行財政改革、財政健全化

を果たし、かつ住民サービスの回復を優先してこの間実施し、さまざまな見直しを行った

上でのことになるというふうに考えています。審議会の答申に沿い、適切な範囲にあると

判断しています。ご批判に対しては、今後も説明を尽くしていかなければならないと思い

ます。今後もさらに厳しい認識の中で行財政運営を進めていきたいと考えています。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、一、二点再質問させてもらいたいと思います。

私の質問の中で、町民の声からもありますように決して今財政が好転しているというわ

けでも、私もそうだと思っています。というのは、本来今まで取り組まなければならなか

った老朽化しているインフラの再整備が今後これに財政のお金がかかっていくのは当然だ

と思いますので、それがある以上公債費が下がったから財政が好転したなどとはとても私

はそういう報酬を引き上げる根拠にはならないと思いますが、いかがでしょうか。

それと、これは平成１８年でしたか、中長期財政運営計画を町民参加の形で作成しまし

た。そのとき町長は行政側の中心メンバーだったと私は記憶していますが、あのとき議員

報酬を初め職員の給与、職員数も減らすことを町民に約束した上で公共料金を引き上げた

のです。このような経過を経てやってきたように、今回も引き上げる前に町民に説明して

納得してもらう、そういう手順が私は先でなかったのかなと。確かに報酬等審議会から答

申が出された結果を持って臨時会を経て、こういう引き上げといいますか、町長は引き上

げではない、もとに戻したと言いますけれども、私は引き上げだと思っています。今まで

管内議員誰もが中頓別町の議員は一生懸命やっていると、少ない報酬の中で定例会を見れ

ばほとんど一般質問しているではないかと。管内見ても二、三名しか、各町はそのぐらい

の議員しか質問していないのです。この中頓別町は、どういうわけか全員がするような、

昔からですよね。私が議員に当選させてもらってから５期、毎回のように皆さんが中頓別
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町、自分の町をよくするがために一般質問を町長に問いかけているという私は誇りある町

だと思っております。そのような中で、先ほど宮崎議員からも言われましたけれども、今

までは本当に財政の苦しい中で確かにやってこられて、報酬も最低とは言いませんけれど

も、全道一低い報酬で議員活動をしてきました。今回のこの引き上げで、町村の人口対比

でいえば全道で一番高くなったのではないかなと。ややそれに近いのです、町村では。今

まで最少の給料で皆さんが頑張ってきたのが一気に逆転してしまったような感じがいたし

ます。そこで最後に、この引き上げで各種委員会も含めて町民がわかるべき姿でどのぐら

い引き上げ金額でなったのかお伺いしたいと思います。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） 財政上の問題ということであります。財政運営に関して早期健全

化団体に指定されて大変厳しい時代を経て、それ以前から給料の削減と。いろんな行財政

改革に取り組むということで、経費もそれなりに削減しましたけれども、なおやはり大き

く目標額に達することができなかったというふうに思っています。公共サービスも全てを

削るということにはならないので、それゆえに特別職を初め職員の給与の引き下げ、職員

数の削減ということで賄ってきたと、賄おうということで中長期の行財政運営計画がある

というふうに思います。

中長期行財政運営計画そのものは、昭和の時代ぐらいまで地方財政が厳しくなるという

合併時に示された見通しというか、そういう合併の議論があったときに示されたような、

そこを一定の目標に掲げて、それでも町がやっていけるということを基準にしてやりまし

た。ただ、実際にはそんなふうには悪くならず、徐々に好転していきました。ただ、その

１０年間というのは、当初の目標を変えずに削減を続けた１０年と。結果職員数も少ない

ままでしたし、給料も低いままということに、私はそこが一番大きなところだったという

ふうに思いますけれども、財政調整基金や減債基金、その他の多くの基金を積んで、財政

規模からすると全道的にも相当に大きな基金を持つことができる町になったというふうに

思っていますし、基本的には私になって４年間もそのベースは崩さずにきているというふ

うな考え方であります。ただ、いつまでもそれだけではやっていけないと。その１０年は、

私は本当に大変な１０年だったと思いますけれども、そこから後は町民の方たちがここに

住み続けて、本当に幸せに生活してもらえる、安心して生活してもらえる、そういう行政

サービスの復元をしていかなければならないし、その行政サービスをしていくべく職員も

しっかり配置をし、給料も、あくまでもこれは国家公務員を基準にそこに準拠した給与と

いうその範囲の中でありますけれども、そこの給与の保障をして、みんなが前向きな気持

ちで仕事ができるような環境にしていくということが必要だというふうに思っています。

今後も入ってくる収入に見合う仕事をするというその考え方を基本にしながら、入るをは

かって出るを制すというその基本に沿って進めていきたいというふうに思っています。

インフラの関係でも公共施設の整備基金などもしっかり積んでいますし、地方創生絡み

で新たに付加している多くのサービスも基金を持って長期的に継続できるような仕組みに
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しているということで、まずそれを一定やったということを前提に給与の引き上げや特別

職の報酬の改定ということに至っているというそのところを町民を置き去りにしてやった

ということでは決してないと。まず、そこを基本にやってきて、これからもやっていける

と、やっていくという大前提のもとで上げたものであるということをご理解をいただきた

いと思いますし、ぜひ町民の皆さんにもそういうふうにわかってもらえるようなことをし

ていかなければならないというふうに思います。

ちょっと長くなって申しわけありませんけれども、今回の一連の手続の中で答申から議

案の提案に至るまでのところでもう一段階町民への説明というところが必要だったのでは

ないかというご指摘だったというふうに思います。その辺については、今後しばらくこう

いう機会はないかなというふうには思いますけれども、ある際にはそういう手順も踏むと

いうこともしっかり検討していくようにしたいと、すべきだというふうに思います。

あと、もう一点、議会の関係、これは議員の報酬に関しては議員の皆さんの中で議論を

いただくべきところでもあるかなというふうには思いますけれども、今議員のなかなかな

り手がいないというような、先般全国紙のどこかだったと思いますけれども、議員の報酬

によって定数を超える立候補者がいて、選挙になる、ならないみたいな、低いところはな

っていないとかというような結果もありました。だから、ここは少なくとも議員の報酬は、

いろんな人が議員のなり手になり得るその水準にあるべきではないかというふうに思いま

すし、それに沿った、十分とは言えないかもしれませんけれども、近づいた改正なのかな

というふうな理解をしております。

あと、報酬改定等に伴う費用の部分については、総務課長のほうから説明をさせてもら

います。

〇議長（村山義明君） 小林総務課長。

〇総務課長（小林嘉仁君） それでは、ご答弁をさせていただきます。

議会のほうには既にご説明している資料の中に入っていると思いますが、基本的には全

部を改正いたしますと年間２，６００万円程度の上昇になろうかと思います。ただし、皆

さんご存じであろうとは思いますけれども、特別職の報酬に関しましては段階式となって

ございまして、今年度につきましては約２，０００万円ほどであろうというふうに考えて

おります。

それから、もう一点、先ほど報酬等が、議員の報酬になるのかな、結構高く北海道１位

になるのではないかというふうなお話もございましたけれども、これは審議会のほうで審

議委員たちが非常に苦労しながら検討していただいたということで、宗谷管内の大体中間

程度というふうになってございます。人口割という部分に関しては、基本的には中身まで

は考えていませんで、基本的な部分としましてはこの職についてはこのぐらいの金額が妥

当であろうというふうな判断で審議会のほうでは整理をかけていただいているということ

ございますので、ご承知おきいただければというふうに思います。

〇議長（村山義明君） 星川さん。
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〇７番（星川三喜男君） 総務課長の答弁の中で中間、要するにそれは町村の平均値、人

口割ではないのです。人口割でいけば上位なのです。町民にすれば、１人に対して議員の

手当というのがやっぱりこれが人口割で考えているのです、皆さんは。そうであればやは

り高いのかなということを言いたいわけなのです。

この答申は、臨時会で採決されて可決されました。というのは、臨時会でしたから、こ

れは町民に対してなかなか声が響いていない。そういうこともあって、今回私は引き上げ

額もあわせてこれは町民が知るべき権利だと思いまして、この質問をさせてもらいました。

それでは、２問目に入っていきたいと思います。２問目、予算案についてでございます。

来年度の予算案には政策的なものが含まれ、義務的経費中心の骨格予算には見えない。通

常選挙の洗礼を前提とする予算案のはずが謙虚さが感じられない。本予算案に対し、適格

ではないのではないかと考えるが、その点についてお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 小林町長。

〇町長（小林生吉君） ご答弁申し上げます。

町長、町議会議員選挙を控え、新年度予算案については、政策的な新規事業などは計上

しないことを基本に調製に当たったというふうに認識しています。ただし、中でも年度当

初に予算が組まれていないことで事業の執行に支障を来すもの等については、当初予算に

計上させていただいているところであります。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） それでは、再質問させてもらいます。

この答弁の中で、当初年度初めに予算を組まれていないことで事業の執行に支障を来す

ものとの答弁でしたが、具体的にどのような事業が幾つあるのかお伺いいたします。

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時５５分

再開 午後 １時５７分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

笹原総務課参事。

〇総務課参事（笹原 等君） 年度当初に予算が組まれていないことで事業の執行に支障

を来すものを具体的にというお話でありましたけれども、先日の常任委員会の中でもちょ

っとお話しをさせていただいたかなと思いますが、具体的には新年度から始まる国の地方

創生推進交付金を活用した事業、松音知地区を初めとする農道整備に係る事業、ピンネシ

リのキャンプ場に設置するスマートモデューロの購入事業、それから水道会計におきまし

て発電機の購入などが当初予算で予算計上として組んでいるものでありまして、いずれも

国に対する補助申請ですとか、あるいは入札のスケジュール的なところを踏まえて、新規

から計上していないことで事業の執行に支障を来すというような判断をいたしまして、当
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初予算に組み込ませていただいたところであります。

〇議長（村山義明君） 星川さん。

〇７番（星川三喜男君） わかりました。時間が時間ですので、あとは予算審査特別委員

会で私は質問させてもらいたいと思います。

これで一般質問を終わります。

〇議長（村山義明君） これにて星川さんの一般質問は終了しました。

以上で一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５９分

再開 午後 １時５９分

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。

◎散会の宣告

〇議長（村山義明君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ２時００分）
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